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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生産工程で発生する有毒ガスを反応室内で加熱することによって変換し、その後、洗浄装
置内で反応生成物を吸収剤で処理し、この処理で水溶性の反応生成物は吸収し、固体の反
応生成物は除去することによって前記有毒ガスを洗浄する有毒ガス洗浄装置において、
　前記反応室（１）は内壁（３）と外壁（２）とから構成され、前記内壁（３）は、予め
設定された角度のテーパが付けられることにより漏斗状に下方に向かって細くなっており
、前記反応室（１）の上には、前記漏斗状の内壁（３）の上部を閉鎖して有毒ガスを熱処
理する装置が設置されており、前記反応室（１）の下方に向かって細くなる前記内壁（３
）の内面では、フィルム状の薄い水膜（４）が下方に向かって一様に流れており、前記反
応室（１）の内壁（３）の外側は水循環系の水によって取り囲まれており、細くなってい
る前記内壁（３）の下端部には排気ガス排出口（１１）と水循環用のコネクター（１２）
が設置されていることを特徴とする有毒ガス洗浄装置。
【請求項２】
有毒排気ガスを熱処理する装置が、前記反応室（１）内で火炎を下向に向かって放出して
燃焼するバーナー（１５）であることを特徴とする請求項１記載の有毒ガス洗浄装置。
【請求項３】
前記バーナー（１５）は、処理する有毒排気ガスを供給するセンターガス供給管（１７）
を少なくとも一つ備えた外部混合型のバーナーになっていることを特徴とする請求項２記
載の有毒ガス洗浄装置。
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【請求項４】
処理する有毒排気ガス用の前記供給管（１７）が複数本取り付けられており、また、燃焼
ガス用のノズルおよび空気ないし酸素用のノズルが、前記センターガス供給管（１７）を
取り囲んでいることを特徴とする請求項３記載の有毒ガス洗浄装置。
【請求項５】
有毒排気ガスを熱処理する装置は、電気加熱室（２１）であり、該電気加熱室（２１）に
は熱処理する有毒排気ガス用の供給管（１７）が複数本取り付けられていることを特徴と
する請求項１記載の有毒ガス洗浄装置。
【請求項６】
前記電気加熱室（２１）は、該電気加熱室（２１）内に突出した、互いに平行な複数のヒ
ーターロッド（２３）で加熱できることを特徴とする請求項５の有毒ガス洗浄装置。
【請求項７】
前記外壁（２）と前記内壁（３）の下部が、リング状のフロアプレート（７）で連結され
ることにより、前記内壁（３）と前記外壁（２）との間にある内部スペース（５）を水で
ほぼ満杯に充填することができ、前記内壁（３）のアッパーエッジ（６）は、前記内部ス
ペース（５）内に充填されている水をオーバーフローする構造になっており、また前記内
部スペース（５）には一本の給水管が接続されていることを特徴とする請求項１乃至６の
いずれかに記載の有毒ガス洗浄装置。
【請求項８】
前記給水管には、前記内部スペース（５）へ供給される水をコントロールする制御装置が
取り付けられていることを特徴とする請求項７記載の有毒ガス洗浄装置。
【請求項９】
前記給水管には、給水用のスロットル装置が取り付けられていることを特徴とする請求項
７記載の装置。
【請求項１０】
前記排気ガス排出口（１１）は、前記反応室（１）の隣に設置されている洗浄コラム（２
６）と接続していることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載の有毒ガス洗浄装
置。
【請求項１１】
前記排気ガス排出口（１１）と洗浄コラム（２６）の間には、前記内壁（３）から出た熱
処理終了後の排気ガスを冷却する冷却装置が設置されていることを特徴とする請求項１０
記載の有毒ガス洗浄装置。
【請求項１２】
前記冷却装置は、少なくとも一つの散水用スプレーノズル（３４）から構成されているこ
とを特徴とする請求項１１記載の有毒ガス洗浄装置。
【請求項１３】
少なくとも一つの前記スプレーノズル（３４）から放出される水は、立ち昇るガス流に向
かって放出されることを特徴とする請求項１２記載の有毒ガス洗浄装置。
【請求項１４】
前記内部スペース（５）へ給水する前記給水管は、一本のスタンドパイプ（８）から構成
されており、該スタンドパイプ（８）の排水用の開口部（９）はフロアプレート（７）よ
り上方に設置されていることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれかに記載の有毒ガス
洗浄装置。
【請求項１５】
前記反応室は二つ（１、１’）設置されており、該反応室の排気ガス排出口（１１）は、
洗浄コラム（２６）または水循環系（１０）のどちらかに接続できるようになっているこ
とを特徴とする請求項１乃至１４のいずれかに記載の有毒ガス洗浄装置。
【請求項１６】
前記各反応室（１、１’）の水循環系用コネクター（１２）は、給水タンク（１３）に接
続し、また該給水タンクは固体反応生成物用のフィルター装置（３１）と、前記内部スペ
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ース（５）へ給水するポンプ（３２）に接続していることを特徴とする請求項１５に記載
の有毒ガス洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生産工程で発生する有毒ガスを、反応室内で熱を加えることによって変換し
、その後、洗浄装置内で反応生成物を吸収剤で処理し、水溶性の反応生成物は吸収し、固
体の反応生成物は除去するという方法によって有毒ガスを洗浄する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
半導体回路の製造工程ではこの種の有毒ガスが大量に発生するが、こうした気体は有毒な
ため、未処理のまま環境に排出することはできない。このような有毒ガスには、ＨＦ、Ｓ
ｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＣｌ４、ＮＨ３、Ｃ２Ｆ６、ＰＨ３、ＢＣｌ３、ＮＦ３などがある。
半導体製造工程や他の化学処理工程で発生するこれらの有毒排気ガスの多くは、通常、酸
化や熱変換処理を施せば無害化できることは周知の事実である。通常、熱変換は、火炎の
中に天然ガス、水素、空気、酸素を供給しながら行われる。その場合、酸素や空気を補給
する場合を除き、他の反応剤を供給する必要はない。熱処理された反応生成物は完全に無
害化され、気体や固体または水溶性の状態になっている。水蒸気やＣＯ２など気体の反応
生成物であれば、その後の処理を施さなくとも環境へ排出することは可能である。
【０００３】
　熱変換用では一連の燃焼プロセスと反応室がすでに開発され、実際に使用されている。
ＥＰ０３４６８０３Ｂ１では、一つの反応室から構成された排気ガスの洗浄装置が紹介さ
れており、この場合、水素と酸素ないし空気、または天然ガスと空気などの燃焼ガスを燃
焼させ、洗浄するガスも同時に前記反応室に送り込まれる。この燃焼で発生する反応生成
物の中には、固体成分だけでなく水溶性の反応生成物も含まれている。
【０００４】
　排気ガスからこれらの反応生成物を完全に除去するため、燃焼時に生成される反応生成
物を、燃焼直後に水などの吸収剤と結合させる。そうした吸収剤との結合は、バーナーの
火炎の上方に散水用のスプレー装置を設置し、このスプレー装置で、ガス流となって上昇
する反応生成物に吸収剤を散布するという方法で行っている。このスプレー装置の構造に
関しては、散布された吸収剤が火炎の中に拡散しない構造になっているもの（ＥＰ０７０
２７７１Ｂ１）や、ＥＰ０３４６８０３Ｂ１のように、バーナーの火炎の上方に拡散防止
装置（円錐や球冠など）を設置し、これらの拡散防止装置を介してスプレー装置を取り付
ける例などもある。
【０００５】
　その場合、バーナーの排気ガスから出る水溶性の反応生成物を溶解し、固体成分（シリ
コンの反応生成物であるＳｉＯ２など）を反応室から除去することが目的となっている。
また、ＤＥ１９６００８７３Ａ１やＷＯ０３／０８５３２１Ａ１では、反応室の上方に拡
散防止装置を取り付け、また半径方向は円筒状の壁でブロックし、その全体を外壁で取り
囲んでいる例もある。その場合、固体の反応生成物は、該外壁の内側すなわちバーナー室
の外側に沿って、吸収剤と共に下方へ流され、下部に設置されているバーナーのそばを通
り過ぎて洗浄装置へ供給される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記場合の欠点は、比較的高温で燃焼させる必要があるため、燃焼室の構成部品も高温
や激しい温度変化に晒され、比較的早く摩耗することである。また反応生成物が、上方に
向かって燃焼する火炎内やバーナーに堆積する点も問題となっており、その結果、燃焼効
率が急激に悪化し、洗浄頻度も上昇することになる。
【０００７】
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　バーナーに反応生成物が堆積するという前記の欠点は、ＥＰ０８０３０４２Ｂ１の場合
のように、燃焼室の上部にバーナーノズルを設置し、火炎を下方に向けて放出させること
で大幅に改善される。その結果、バーナーに堆積した固体反応生成物は大幅に減少し、そ
れに伴い耐久性も大きく改善されている。しかし、反応室が高温にさらされるという問題
は解消されていない。そのため、メンテナンスに膨大なコストを要することになる。
【０００８】
　他の排気ガス洗浄方法としては、火炎を上方に向けて燃焼させ、その後、触媒で排気ガ
スを処理する方法が採用されている（ＥＰ０７３６３２２Ｂ１）。しかし、この場合も、
最終処理の段階では吸収剤による処理が不可欠となっている。
【０００９】
　本発明では、生産工程で発生する有毒ガスを極めて高い効率で大量に洗浄し、同時に反
応室を効果的に冷却できる構造を創出することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するため、反応室を外壁と内壁とから構成し、該内壁は予め
設定された角度でテーパを付けることにより下方に向かって漏斗状に細くし、反応室の上
には、前記漏斗状の内壁の上方を密閉しかつ有毒ガスを熱処理する装置を設置し、また前
記反応室の下方に向かって細くなる内壁の内面には、水を薄いフィルム状に下方に向かっ
て一様に流し、さらに前記反応室の内壁の外側を水循環系の水で取り囲み、細くなってい
る内壁の下端部に排気ガス排出口と水循環系用のコネクターを設置している。
【００１１】
　本発明の一実施例において、有毒な排気ガスを熱処理する装置として、下方に向けて火
炎を放出し、反応室内では上から下に向けて火炎を放出して燃焼するバーナーを使用して
いる。
【００１２】
　この場合、前記バーナーは、処理する有毒排気ガスを供給するセンターガス供給管を少
なくとも一つ備えた外部混合型のバーナーであることが望ましい。
【００１３】
　処理する有毒排気ガスを極力大量に供給するため、複数の供給管が設置されており、ま
た燃焼ガス用のノズルと、空気ないし酸素用のノズルが、有毒排気ガス用のセンターガス
供給管を取り囲んでいる。
【００１４】
　本発明の他の実施例において、有毒な排気ガスを熱処理する装置として、電気で加熱す
る電気加熱室が用いられており、この電気加熱室には、熱処理する有毒排気ガス用の供給
管が多数取り付けられている。
【００１５】
　前記電気加熱室を効率的に加熱するため、互いに平行な複数のヒーターロッドが、前記
電気加熱室内に突出するように設置され、前記電気加熱室内を、少なくとも処理する有毒
排気ガスが通るエリアを均等に加熱できるようになっている。
【００１６】
　本発明では、外壁および内壁の下部はリング状のフロアプレートにより互いに連結し、
前記内壁と該外壁との間にある内部スペースを水でほぼ満杯に充填することができ、また
前記内壁のアッパーエッジは、前記内部スペース内の水がオーバーフローする構造になっ
ており、さらに前記内部スペースには給水管が連結されている。
【００１７】
　前記給水管には、前記内部スペースに給水するための調整装置ないし制御装置が取り付
けられている。
【００１８】
　本発明のさらに別な実施例において、内壁の排気ガス排出口を、反応室の隣に設置され
充填材が充填されている洗浄コラムと連結することにより、処理された有毒排気ガスの事
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後処理を効果的に実行し、特に反応生成物から水溶性の成分を効果的に除去できるように
なっている。
【００１９】
　さらに、前記排気ガス排出口と前記洗浄コラムの間には、反応室の内壁内からから出た
後の熱処理済みの排気ガスを冷却する、少なくとも一つの散水用スプレーノズルから成る
冷却装置が設置されている。
【００２０】
　少なくとも一つの前記スプレーノズルから放出される散水は、ガス流に向かってガス流
と逆方向に放出されるようになっている。
【００２１】
　本発明のさらに別の実施例において、給水管は前記内部スペース内のスタンドパイプか
ら構成されており、該スタンドパイプには、前記内部スペースの前記フロアプレートより
上方に排水口が設けられている。
【００２２】
　さらに、万一の場合に備え反応室は二つ設置され、各反応室の出口は洗浄コラムまたは
水循環系のいずれかに接続先を選択できるようになっている。
【００２３】
　各反応室の水循環系用のコネクターは、固体反応生成物除去用のフィルター装置、およ
び該内部スペースに水を充填するポンプと接続した給水タンクに連結している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　図１は、生産工程から発生する有毒ガスを洗浄する装置の概略を示した略図であり、該
装置の場合、外壁２と内壁３とから構成される反応室１が設置されている。内壁３の下部
は、予め設定されたテーパー角度により漏斗状に細くなっている。
【００２５】
　反応室１の下に向かって細くなる内壁３の内面では、前記内壁３に沿ってフィルム状の
薄い水幕４が下方に向かって一様に流れている。図１では、前記フィルム状の薄い水幕４
を破線で示している。このフィルム状の薄い水幕４を形成するため、反応室１の内壁３と
外壁２との間の内部スペース５には水が満杯に充填されている。また前記内部スペース５
には、予め設定された一定量の水が常時供給され、供給された水が内壁３のアッパーエッ
ジ６を乗り越えて流れ出し、これにより内壁３の内面に前記のフィルム状の薄い水幕４を
形成している。
【００２６】
　また、外壁２と内壁３とはリング状のフロアプレート７で連結されており、これにより
内壁３と外壁２との間の内部スペース５を水でほぼ満杯にすることができ、また内壁３の
アッパーエッジ６は、内部スペース５内に充填されている水をオーバーフローする構造に
なっている（図２）。内部スペース５への給水はスタンドパイプ８を通して行うようにな
っており、該スタンドパイプ８の排水口９はフロアプレート７より上方に位置している（
図３）。スタンドパイプ８は水循環系１０に接続しているが、この水循環系１０は図４に
おいて簡略表示している。スタンドパイプ８に連通する給水管内には、供給される水をコ
ントロールする制御装置を設置できるようになっており、この制御装置は、最も単純なも
のとして、供給される水を調整するスロットル装置が適用される。
【００２７】
　次第に細くなる内壁３の下端部には、フロアプレート７を貫通する排気ガス排出口１１
、および給水タンク１３まで延びるコネクター１２が設置されている。
【００２８】
　反応室１の上側には該反応室１を密閉する蓋１４が取り付けられている。該蓋１４は、
外壁２のアッパーエッジと連結し、これにより、通常の簡易ロック機構で容易に密閉でき
るようになっている。蓋１４は同時に、ノズル１６を備えたバーナー１５を保持する役割
も果たしている。前記ノズル１６は反応室１の内部に向いており、これにより、反応室１
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の下方に向けて火炎を放出できるようになっている。
【００２９】
　バーナー１５は、処理する有毒排気ガスを供給するセンターガス供給管を備えており、
特に外部混合型のバーナーとなっている。処理する排気ガスは、図１では簡略表示されて
いる複数の供給パイプ１７から供給される。バーナー１５には、酸素や天然ガスなどの燃
焼ガス用のノズルと、空気ないし酸素用のノズルが取り付けられている。燃焼ガスの供給
パイプ１８は、図１では簡略表示されている。反応室１内にあるバーナー開口部を洗浄す
るため、スクレーパ２０を装備すると共に該スクレーパ２０を外部から操作可能な洗浄装
置１９が設置されている。
【００３０】
　内部スペース５内の水によって反応室１全体を集中的に冷却しているため、内壁３や外
壁２といった反応室を構成するパーツ全体には、熱による負荷がほとんどかからないよう
になっている。また、内壁３の内面にフィルム状の薄い水幕４を流すことにより、火炎の
放出による熱も大幅に軽減されている。同時にフィルム状の薄い水幕４は、内壁３の内面
、給水タンク１３用のコネクター１２内や排気ガス排出口１１内などに、沈殿物が堆積し
ないようにする機能も備えている。前記蓋１４にはバーナー着火用のパイロットバーナー
２１が取り付けられている。
【００３１】
　前記バーナー１５の代わりに、熱処理する有毒排気ガスを反応室１に供給する複数の給
水管２２を備えた電気加熱室２１を使用することも可能である（図４）。この電気加熱室
２１内には、互いに平行に配置されたヒーターロッド２３が突出しており、該ヒーターロ
ッド２３は、絶縁性のブッシュ２４によって電気加熱室２１のカバープレート２５内に固
定されている。
【００３２】
　反応生成物の後処理として、水溶性の反応生成物を吸収剤で吸収し、固体の反応生成物
を除去する必要があるが、この後処理用に、反応室１の隣に洗浄コラム２６が設置されて
いる。内壁３の排気ガス排出口１１も前記洗浄コラム２６と接続している（図５）。
【００３３】
　洗浄コラム２６内には、充填材２７と、その充填材を散布するスプレーノズル２８が取
り付けられている。
【００３４】
　反応室１から出た排気ガスを冷却するため、排気ガス排出口１１と洗浄コラム２６の間
には、少なくとも一つのスプレーノズル３４の形状をした冷却装置が設置されており、こ
の冷却装置から、立ち昇るガス流に向かって冷却材を散布する。
【００３５】
　本発明の装置の適用性を高めるため、二つの反応室１、１’を設置することもでき、該
二つの反応室１，１’の排気ガス排出口１１は、洗浄コラム２６または給水タンク１３の
一方に接続できるようになっている（図５）。そのため給水管内にはスロットル装置２９
、３０が取り付けられている。
【００３６】
　各反応室１、１’用のコネクター１２は給水タンク１３と連結し、また該給水タンクに
は、固体反応生成物用のフィルター装置３１と、内部スペース５に水を充填するポンプ３
２が接続されている。さらに給水タンク１３には、ウォーターコネクター３３を通じて給
水されるようになっている。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】バーナーを装備した反応室の略断面図である。
【図２】図１のＡの部分を拡大した拡大図である。
【図３】図１の反応室を開いた状態で示した略断面図で、給水管が取り付けられている。
【図４】電気ヒーターを装備した反応室の略断面図である。
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【図５】生産工程から発生する有毒ガスを洗浄する装置の略図で、連結した二つの反応室
、および熱処理した有毒排気ガスの後処理を行う洗浄コラムが設置されている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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